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159自治体を含む3860名のタバコ対策担当者様、EBTC会員、名刺交換・講演・原稿依頼をされた方
へ  　3201-3860
　　　産業医科大学　大和より（知人への転送・拡散・紹介歓迎。不要の方は「不要」とお返事下さ
い）
　　（朝日新聞千葉総局の記者さん、国立保健医療科学院の研修会に参加する2名の方）

１）千葉市、児童の尿中コチニンを測定　（10月5日）
https://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/201105-3-1.pdf
　コチニンはニコチンの代謝物です。
　受動喫煙を受けている、と思われる尿中5ng/ml以上の児童の95％が喫煙者と同居していた、
　という衝撃的な結果ですが、考えてみれば当たり前。
　台所、ベランダ、玄関先で喫煙すれば、家の中にタバコ煙は入ってきますから。
　　（添付は、論文の結果にイメージ写真を貼り付けています）

　もとになったのは熊谷氏の井埜先生達の調査です。
http://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/kenkouhukushi/kenkohoken/keihatu/navi/h31kenkounavi/kenkou
naviR0201.html
　2008年から毎年、児童の尿中コチニンを測定、結果を保護者にフィードバックしたことで、
　コチニンが検出されなかった子どもの割合は44％ (2008年）→88％（2018年）に（グラフ添
付）。
　保護者の喫煙率の低下、自宅で吸わない保護者が増えたこと、が原因だと思います。

　千葉市でも同様のことが発生することを期待しています。　
　
２）千葉県、船橋市、条例改正案へのパブコメ
　実は、1月前に以下を流すように依頼されていたのですが、
　諸事に追われて本日に。申し訳ありませんでした。以下、短縮して貼り付けます。
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
パブコメ提出のお願い（千葉県船橋市、路上喫煙を防止する条例の改正案について）
　　　　　　　　　　タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）の紅谷より 
千葉県船橋市が路上喫煙を防止する条例の一部改正（案）を公表してパブリックコメントを開始し、
意見募集を行っております（2020年10月15日～11月14日）
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/kouchou/003/02/kituen.html

県外の方でもメール・FAXで提出可能なため、全国の皆様に市へパブコメを提出して頂きたく、少し
長くなりますが情報提供致します。
１．船橋市は1994年にJR船橋駅構内で女の子の瞼にタバコの火があたる「船橋駅事件」が起き、
　　それ以来、全国各地で路上喫煙を禁止する条例が制定されました。
２．船橋市では2004年に路上での喫煙を防止する条例を制定。
今回、以下の2点を変更する改正（案）を公表してパブコメを開始しました。

変更点１）重点区域内で喫煙した人から指導・勧告なしで過料を科す直接罰を導入
　　　（これまでは指導・勧告に従わなかった際に過料を科す間接罰だった）
変更点２）重点区域内に喫煙所を設置できるようにする

今回の改正案で問題となるのは「喫煙所を設置できるようにする」という点です。 
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今回の改正案で問題となるのは「喫煙所を設置できるようにする」という点です。 
船橋市議会では昨年より複数の議員から「公設の喫煙所の設置が必要だ」といった発言がなされ、
それに対して市の担当者は「関連部署や日本タバコ産業と協議をすすめている」といった旨の発言を
しています。

TMKCでは今年3月に担当のクリーン推進課を訪問して「喫煙所を設置しないでほしい」旨を要望
し、
加えて日本たばこ産業の支援を受けて喫煙所を設置・運営する事はFCTC違反である事などを伝えま
した。
その際、担当者からは「改正にあたってはパブリックコメントを実施する予定なので、
そこで改めて意見を出して下さい」と話がありました。

今回のパブリックコメントは今後の船橋市での喫煙所の設置有無に大きな影響を与えると考えられま
す。
また、仮に設置する事となっても、今回のパブコメを参考に場所や運用方法が検討される事と思いま
す。
ぜひ皆様より、様々な視点から改正案について意見を出して頂ければ幸いです。

パブコメを提出できる方は
１．市内に住所を有する方、２．市内に通勤又は通学されている方、３．この案に関し利害関係を有
する方となっています。
「３」はJR船橋駅を通過する方、重点区域を通る方などで、観光やビジネスで船橋に行く方も含ま
れるとのことです。
「１」「２」以外の方は「３」として提出して良い事を市の担当者に確認済みです。

内容をかいつまんで記載したため分かりにくい部分もあるかと思います。
パブコメ提出にあたり不明な点やお知りになりたい情報があればお問合せ下さい。
パブコメ募集期間は2020年10月15日～11月14日となっています。
長文となり失礼致しましたが、ぜひ皆様にパブコメを提出して頂ければ幸いです。宜しくお願い致し
ます。

タバコ問題を考える会・千葉
代表世話人　紅谷　歩
メール：info@tmkc.org
@@@@@@@@@@@@@@@＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
807-8555　福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１　
産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科学研究室　大和　浩
ダイヤルイン：093-691-7473
ホームページ：http://www.tobacco-control.jp/
３日経っても返信がない場合、リマインドメールをお願い致します。
無煙ニュース：https://www.mag2.com/m/0001691332
禁煙の教科書：https://workplace-kinen.t-pec.co.jp/




